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作業停止計画調整マニュアルの変更概要

２０２３年２月８日
電力広域的運営推進機関

参考２



2作業停止計画調整マニュアルの変更について

◼ 「作業停止計画調整マニュアル」は発電設備及び流通設備の作業停止を計画的かつ円滑に
実施するため以下に係る詳細事項について解説するものであり、2018年10月に策定。

⚫ 電力広域的運営推進機関の業務規程

➢ 第11章 作業停止計画の調整

➢ 第12章 系統情報の公表

➢ 附則（平成30年6月29日）

⚫ 送配電等業務指針

➢ 第12章 作業停止計画の調整

➢ 附則（平成30年6月29日）

◼ 実運用における課題等で考え方の整理が必要となった場合は、適宜マニュアルを見直している。

◼ 今回、 2023年4月の「定款・業務規程・送配電等業務指針の変更」 などに対応するため、
「作業停止計画調整マニュアル」の変更を行う。



3主な変更内容

№ 項目 変更内容

１
業務規程・送配電等業務指針の
変更内容に合わせた記載の統一

• 電気事業法上で大規模蓄電設備が発電設備と同等に扱われる
ことを踏まえ、業務規程・送配電等業務指針においても同様に規
定されたことから、合わせて記載を統一。

• 実同時同量の契約者が存在しなくなったことから、業務規程・送
配電等業務指針に合わせて記載を削除。

２
N-1電制先行適用電源の定義・
優先抑制の記載削除

2023年4月よりN-1電制先行適用電源は本格適用のルールに従
うこととなることから、N-1電制先行適用電源の定義・作業時の優先
抑制に関する記載を削除。

3
休止中発電設備等の運転再開
時は「速やかに」申し出ることを追
記

休止中発電設備等の運転再開を行う場合、同一系統に連系する
関係事業者の発電制約量の再算定・再通知が必要であることから、
運転再開する場合は「速やかに」一送へ申し出ることを追記。

4
作業時におけるノンファーム電源
優先抑制に関する解説を追加

作業時におけるノンファーム型接続適用電源の優先抑制、定格
容量比率按分方法に関する解説を追加。

5
容量停止計画調整の導入当初
における発電制約量通知に関す
る経過措置の削除

容量停止計画に合わせて実需給2年度前の9月末までに容量市場
の約定電源へ発電制約量の通知を行う際、公平性の観点から、同
一系統に連系する非約定電源にも同時期に通知することが原則で
あるものの、容量停止計画調整の導入当初における経過措置とし
て、年間作業停止計画調整のスケジュールに合わせた通知を可能と
していたが、導入から1年経過するため経過措置を削除。

6
「【参考】定格容量比率按分が
困難な事例の実績」の削除

定格容量比率按分・発電制約量売買方式の導入当時における過
去の難航事例（参考）であり、難航事例は整理済みのため削除。



4１．業務規程・送配電等業務指針の変更内容に合わせた記載の統一

◼ 電気事業法上で大規模蓄電設備が発電設備と同等に扱われることを踏まえ、業務規程・送配電
等業務指針においても同様に規定されたことから、合わせて記載を統一。
⇒ 「発電設備」・「発電機」を「発電設備等」に統一（以下の記載以外にも多数変更箇所あり）

現行 変更案

1.1 本マニュアルについて
本マニュアルは、発電設備又は流通設備（以下「電力設
備」という。）の作業停止を計画的かつ円滑に実施するため、
電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）の
業務規程「第11章 作業停止計画の調整」、「第12章
系統情報の公表」、「附則（平成30年6月29日）」、送
配電等業務指針「第12章 作業停止計画の調整」、「第
13章 系統情報の公表」及び「附則（平成30年6月29
日）」の規定に係る詳細事項について解説するものであり、
電気供給事業者は、相互に協力しなければならない。

1.1 本マニュアルについて
本マニュアルは、発電設備等又は流通設備（以下「電力設
備」という。）の作業停止を計画的かつ円滑に実施するため、
電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）の
業務規程「第11章 作業停止計画の調整」、「第12章
系統情報の公表」、「附則（平成30年6月29日）」、送
配電等業務指針「第12章 作業停止計画の調整」、「第
13章 系統情報の公表」及び「附則（平成30年6月29
日）」の規定に係る詳細事項について解説するものであり、
電気供給事業者は、相互に協力しなければならない。

1.2 本マニュアルの適用範囲
本マニュアルは、「1.3 本マニュアルで使用する用語の定義」
で定義する「広域連系系統等」の作業停止計画調整に適
用する。ただし、発電制約を伴う広域連系系統の作業停止
計画調整における発電制約の対象となる発電機については、
「3.1.1 発電制約対象となる発電機の範囲」による。
なお、「広域連系系統等」以外の作業停止計画調整におい
て本マニュアルの解説を準用する場合は、公平性の観点を
踏まえて準用し、準用範囲や読替対象の明確化、事業者
説明など供給区域に応じて必要な対応を一般送配電事業
者が行うこと。

1.2 本マニュアルの適用範囲
本マニュアルは、「1.3 本マニュアルで使用する用語の定義」
で定義する「広域連系系統等」の作業停止計画調整に適
用する。ただし、発電制約を伴う広域連系系統の作業停止
計画調整における発電制約の対象となる発電設備等につい
ては、「3.1.1 発電制約対象となる発電設備等の範囲」に
よる。
なお、「広域連系系統等」以外の作業停止計画調整におい
て本マニュアルの解説を準用する場合は、公平性の観点を
踏まえて準用し、準用範囲や読替対象の明確化、事業者
説明など供給区域に応じて必要な対応を一般送配電事業
者が行うこと。



5１．業務規程・送配電等業務指針の変更内容に合わせた記載の統一

現行 変更案

2.1 作業停止計画の提出
作業を計画する一般送配電事業者、送電事業者、配電事業
者、特定送配電事業者、発電契約者及び実同時同量の契約
者（以下「作業停止計画提出者」という。）は、送配電等業務
指針第230条第1項、第232条、第234条第1,3項、第236
条第1,3項、第241条第1～3項及び第242条第2,3項の規
定に基づき、作業停止計画を広域機関若しくは一般送配電事
業者に提出する。
（略）

2.1 作業停止計画の提出
作業停止計画提出者は、送配電等業務指針第230条第1
項、第232条、第234条第1,3項、第236条第1,3項、第241
条第1～3項及び第242条第2,3項の規定に基づき、作業停止
計画を広域機関又は一般送配電事業者に提出する。
（略）

ー

1.3 本マニュアルで使用する用語の定義
本マニュアルで使用する用語については、次のとおり定義する。
（略）
(3)「特定契約者」とは、一般送配電事業者、配電事業者又は
特定送配電事業者と再生可能エネルギー電気特措法第２
条第５項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー
電気特措法第２条の７第１項に規定する一時調達契約を
締結している電気供給事業者のことをいう。

(4)「発電計画提出者」とは、発電契約者又は特定契約者の
ことをいう。

(5)「作業停止計画提出者」とは、作業停止計画を広域機関又
は一般送配電事業者に提出する、一般送配電事業者、
送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電契約
者及び特定契約者のことをいう。

◼ 実同時同量の契約者が存在しなくなったことから、業務規程・送配電等業務指針に合わせて
記載を削除。



6２．N-1電制先行適用電源の定義・優先抑制の記載削除

◼ 2023年4月よりN-1電制先行適用電源は本格適用のルールに従うこととなることから、先行適用
の定義・作業時の優先抑制に関する記載を削除。

現行 変更案

1.3 本マニュアルで使用する用語の定義
本マニュアルで使用する用語については、次のとおり定義する。
（略）

(9) 「N-1先行適用電源」とは、広域系統整備委員会で
検討したN-1電制の先行適用に基づき連系した電源の
ことをいう。

1.3 本マニュアルで使用する用語の定義
本マニュアルで使用する用語については、次のとおり定義する。
（略）

削除

3.3.9 N-1先行適用電源の扱い
一般送配電事業者は、発電制約対象として、N-1先行
適用電源がある場合は、当該発電機に優先的に発電制約
量を配分する。
なお、本章「3.3.9 N-1先行適用電源の扱い」は、N-1
電制本格適用により2023年4月以降廃止されるため、一
般送配電事業者は、2023年4月以降の期間を含む作業
停止計画について、N-1先行適用電源の優先抑制を前提
に算出した発電制約量を発電制約対象事業者に通知済の
場合、N-1電制本格適用に伴う優先抑制の撤廃により発
電制約量が変更となる可能性がある旨を発電制約対象事
業者に速やかに通知する。（年度跨ぎ作業は、2023年3
月分まで優先抑制を適用し、2023年4月以降分は優先
抑制を適用しない）。

（略）

削除



7（参考）N-1電制先行適用電源の扱い

◼ 広域機関ウェブサイトにて公表している「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針 第５
５条関連）におけるＮ－１電制の考え方について」にて、以下のとおり、N-1電制先行適用電源
の扱いを解説。

【流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針 第５５条関連）におけるＮ－１電制の考え
方について】

２.２ Ｎ－１電制先行適用電源の取扱い

２０１８年１０月より適用が開始されているＮ－１電制の先行適用（オペレーションと機会損
失費用負担者が一致する電制）対象電源は、系統アクセスの際の一般送配電事業者との契約等
に基づき、本格適用後のルールに従う。
具体的には、本格適用電源へオペレーション費用の支払を開始する２０２３年４月以降は、先行
適用電源であっても、電制実施時は、本格適用電源と同様に、実績を確認の上で、その費用の妥当
性を広域機関が確認し、一般送配電事業者がオペレーション費用を発電契約者等に支払っていくとと
もに、先行適用電源を対象に実施していた系統作業時の優先抑制をとりやめる。



8３．休止中発電設備等の運転再開時は「速やかに」申し出ることを追記

◼ 休止中発電設備等の運転再開を行う場合、同一系統に連系する関係事業者の発電制約量の
再算定・再通知が必要であることから、運転再開する場合は「速やかに」一送へ申し出ることを追記。

現行 変更案

3.3.4 老朽火力など休止中発電機の扱い
一般送配電事業者は、該当期間中において、以下の両
方に該当する場合は常時停止とみなし、発電制約（定格
容量比率按分）の対象外とする。該当するかの判断に必
要な情報については、一般送配電事業者が必要に応じて当
該事業者に確認する。
・供給計画において休止又は長期停止
・発電計画がゼロ
なお、発電計画提出者は休止中発電機を運転の計画と
する場合は、当該事業者が一般送配電事業者に申し出を
行い、一般送配電事業者は、それ以降は発電制約の対象
とする。また、発電制約対象外発電機の選定時同様、選定
に当たっては広域機関が確認・承認するとともに、発電制約
の対象となる事業者間において情報共有する。

3.3.4 老朽火力など休止中発電設備等の扱い
一般送配電事業者は、該当期間中において、以下の両
方に該当する場合は常時停止とみなし、発電制約（定格
容量比率按分）の対象外とする。該当するかの判断に必
要な情報については、一般送配電事業者が必要に応じて当
該事業者に確認する。
・供給計画において休止又は長期停止
・発電計画がゼロ
なお、発電計画提出者は休止中発電設備等を運転の計
画とする場合、当該事業者は速やかに一般送配電事業者
に申し出を行い、一般送配電事業者は、それ以降は発電
制約の対象とする。また、発電制約対象外設備の選定時
同様、選定に当たっては広域機関が確認・承認するとともに、
発電制約の対象となる事業者間において情報共有する。



9４．作業時におけるノンファーム優先抑制に関する解説を追加

◼ 作業時におけるノンファーム型接続適用電源の優先抑制、定格容量比率按分方法に関する
解説を追加。

現行 変更案

ー

3.3.9 ノンファーム型接続適用電源の扱い
一般送配電事業者は、発電制約対象として、ノンファーム型接続適用電源がある
場合は、当該発電設備に優先的に発電制約量を配分する。

(1)ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合
一般送配電事業者は、ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合は、ノンファー
ム型接続適用電源に優先的に発電制約量を定格容量比率按分する。
【具体例】
図 3.3-11において、運用容量80万kWに対し、合計定格容量が150万kWのた
め、70万kWの発電制約が必要となる。
ノンファーム型接続適用電源であるＣ、Ｄ発電所に優先的に発電制約量を定格容
量比率按分する。

種別 定格容量 発電制約量

C発電所
ノンファーム型
接続適用電源

50万kW ▲35万kW

D発電所
ノンファーム型
接続適用電源

50万kW ▲35万kW

E発電所 ― 50万kW ―

図 3.3-11 ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合の定格容量比率按分の例



10４．作業時におけるノンファーム優先抑制に関する解説を追加

現行 変更案

ー

(2)ノンファーム型接続適用電源以外も発電制約が必要な場合
一般送配電事業者は、ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制
約が解消しない場合は、残りの発電制約量を制約対象発電設備等に定格容量比
率按分する。
【具体例】
図 3.3-12において、運用容量80万kWに対し、合計定格容量が150万kWのた
め、70万kWの発電制約が必要となる。
ノンファーム型接続適用電源であるＣ発電所に優先的に発電制約量を50万kW
配分した後、残りの20万kWをＤ、Ｅ発電所に定格容量比率按分する。

種別 定格容量 発電制約量

C発電所
ノンファーム型
接続適用電源

50万kW ▲50万kW

D発電所
―

50万kW ▲10万kW

E発電所 ― 50万kW ▲10万kW

図 3.3-12 ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が解消しない場合
の定格容量比率按分の例



11４．作業時におけるノンファーム優先抑制に関する解説を追加

現行 変更案

ー

(３)容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合
容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合、一般送配
電事業者は、当該電源のノンファーム型接続として契約された容量に対し、優先的に
発電制約量を配分する。
【具体例】
図 3.3-13において、運用容量90万kWに対し、合計定格容量が160万kWのた
め、70万kWの発電制約が必要となる。
Ｃ発電所のノンファーム型接続分の容量10万kWに対して優先的に発電制約量を
配分した後、残りの60万kWをＣ、Ｄ、Ｅ発電所に定格容量比率按分する。

種別 定格容量 発電制約量

C発電所

ノンファーム型
接続適用電源

10万kW ▲10万kW

― 50万kW ▲20万kW

D発電所
―

50万kW ▲20万kW

E発電所 ― 50万kW ▲20万kW

図 3.3-13 容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合の
定格容量比率按分の例



12（参考）ノンファーム型接続適用電源の扱い
系統の接続ルールについて～ノンファーム型接続～
（広域機関ウェブサイト公表資料）



13（参考）ノンファーム型接続適用電源の扱い 第22回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会 資料1（2020年12月7日）



14５．容量停止計画調整の導入当初における発電制約量通知に関する経過措置の削除

◼ 容量停止計画に合わせて実需給2年度前の9月末までに容量市場の約定電源へ発電制約量の
通知を行う際、公平性の観点から、同一系統に連系する非約定電源にも同時期に通知すること
が原則であるものの、容量停止計画調整の導入当初における経過措置として、年間作業停止計
画調整のスケジュールに合わせた通知を可能としていたが、導入から1年経過するため経過措置を
削除。

現行 変更案

3.4.3 発電制約量の通知時期
(1)容量停止計画（翌々年度分）【参考】
容量停止計画における発電制約量の通知時期は、「容量
市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務 編」に基づ
き、９月末までとなり、30日程度以上の広域連系系統の件
名及び一般送配電事業者が必要と判断した件名を通知す
る。（図 2.9-1参照）
一般送配電事業者は発電制約量を発電制約対象事業
者に通知し、発電制約対象事業者は容量提供事業者に
共有する。
なお、公平性の観点から、同一系統の全ての発電制約対
象事業者に対し、発電制約量を同時期に通知することが原
則であるが、９月末までに容量市場の非約定電源に対する
通知が当面難しい場合は、本マニュアルに基づく容量停止
計画の導入に伴う経過措置として、(2) 年間計画（翌々
年度分）に合わせた通知も可能とする。ただし、この場合は
発電制約量売買などにおいて当該非約定電源が不利となら
ないように一般送配電事業者は留意すること。

3.4.3 発電制約量の通知時期
(1)容量停止計画（翌々年度分）【参考】
容量停止計画における発電制約量の通知時期は、「容量
市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務 編」に基づ
き、９月末までとなり、30日程度以上の広域連系系統の件
名及び一般送配電事業者が必要と判断した件名を通知す
る。（図 2.9-1参照）
一般送配電事業者は発電制約量を発電制約対象事業
者に通知し、発電制約対象事業者は容量提供事業者に
共有する。
なお、公平性の観点から、同一系統の全ての発電制約対
象事業者に対し、発電制約量を同時期に通知することを原
則とし、発電制約量売買などにおいて容量市場の非約定電
源が不利益を被らないように一般送配電事業者は留意する
こと。



15６．「【参考】定格容量比率按分が困難な事例の実績」の削除

◼ 定格容量比率按分・発電制約量売買方式の導入当時における過去の難航事例（参考）であ
り、難航事例は整理済みのため削除。

現行 変更案

【参考】定格容量比率按分が困難な事例の実績
・対象エリア：北海道～沖縄まで10電力エリア
・対象期間：過去３か年（2015～2017年度）（注）
・対象系統：広域連系系統（連系線を除く）の作業停
止に伴うもの
（注）３か年分実績がないエリアは、調査可能最大期間と
した

表 3.3-1 定格容量比率按分が困難な事例の実績（作
業停止件数）

（略）

削除


